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お客さまへ 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

 

 

「約款・規定集」の一部改定のお知らせ 

 

 2026 年 2 月 16 日付で、「約款・規定集（個人のお客さま用）」に掲載している以下の規定を改

定いたしました。改定内容につきましては、下記の新旧対照表をご覧ください。 

    ・オンライントレード・テレフォントレード利用規定 

 

記 

※ 下線部変更 

 

 

新 旧 

オンライントレード・テレフォントレード利用規定 

第１条～第３条  （現行通り） 

 

（本サービスの利用の申込み） 

第４条 (現行通り) 

２～３(現行通り) 

４ 本サービスをお申込みいただいた後、当

社が当該お申込を承諾した場合は、当社

からオンライントレードおよびテレフ

ォントレードにかかるパスワード（以下

それぞれ「「オンライントレード・仮パス

ワード」、「テレフォントレード・仮パス

ワード」といい、併せて「仮パスワード」

といいます。）を、お客さまあてに、当社

所定の方法にてご連絡します。お客さま

は、仮パスワードを必ずご確認いただ

き、変更したパスワードを当社に届け出

るものとします。 

（本サービスの利用） 

第５条 本サービスは、お客さまの口座番号およ

オンライントレード・テレフォントレード利用規定 

第１条～第３条 （省 略） 

 

（本サービスの利用の申込み） 

第４条 (省 略) 

２～３(省 略) 

４ 本サービスをお申込みいただいた後、当

社が当該お申込を承諾した場合は、当社

からオンライントレードおよびテレフ

ォントレードにかかるパスワードを、お

客さまあてに、当社所定の方法にてご連

絡します。お客さまは、当該パスワード

を必ずご確認いただくものとします。 

 

 

 

 

 

（本サービスの利用） 

第５条 本サービスは、当社があらかじめ通知し

オンライントレード・テレフォントレード利用規定 新旧対照表 
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びお客さまがあらかじめ当社に届け出

たパスワード（仮パスワードを含みま

す。）とお客さまが入力した口座番号お

よびパスワードの一致その他の当社が

定める本人認証方法（以下「本人認証方

法」といいます。）により本人確認が完了

した場合に利用できるものとし、当社

は、本人確認が完了した本サービスの利

用によるお取引等をお客さまご自身の

お取引等として取り扱います。 

 

 

 

 

 

  ２ 前項にかかわらず、お客さまがご利用の

他のサービスと本サービスの認証連携

手続き等をお客さまご自身で実施した

際は、当該他のサービスの ID や他サー

ビスパスワード等を利用することで本

サービスを利用できる場合があります。 

 

３ (現行通り) 

４ 本サービスのご利用に際し必要となる

機器、回線および本人認証方法のための

アプリ等は、お客さまにご用意いただく

こととし、これらに係る諸費用はお客さ

まのご負担となります。 

５～６ (現行通り) 

 

 

(削 除) 

 

 

 

 

 

 

 

た口座番号およびパスワード（お客さま

が当社に届出たパスワードを含みます。

以下口座番号とあわせて「パスワード

等」といいます。）とお客さまの入力され

たパスワード等とが一致することで本

サービスを利用するうえでの本人確認

ができたものとし、お客さまご自身のお

取引等としてご利用することができま

す。ただし、オンライントレードについ

ては、当社が追加の本人確認としてある

いはリスク管理の観点から必要と判断

した場合、次条に定めるとおり、追加の

パスワードが必要となる場合がありま

す。 

 

  ２ 本条第１項本文にかかわらず、お客さま

がご利用の他のサービスと本サービス

の認証連携手続き等をお客さまご自身

で実施した際は、当該他のサービスの ID

や他サービスパスワード等を利用する

ことで本サービスを利用できる場合が

あります。 

３ (省 略) 

４ 本サービスのご利用に際し必要となる

機器および回線等は、お客さまにご用意

いただくこととし、これらに係る諸費用

はお客さまのご負担となります。 

 

５～６(省 略) 

 

（ワンタイムパスワード） 

第５条の２ 

         前条第 1 項ただし書きにおける追加のパ

スワードは、一定時間一回限り有効な使い

捨てパスワード（以下「ワンタイムパスワ

ード」といいます。）であり、電子メール

での送付、パソコンまたはスマートフォン

向けの専用アプリ(以下「アプリ」といい

ます。)上の表示により、お客さまに通知
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(削 除) 

 

 

 

(削 除) 

 

 

 

 

 

（第三者による利用の禁止等） 

第６条 (現行通り) 

２～４(現行通り) 

 

 

（電子メール送信のご同意） 

第７条  (現行通り) 

（１）～（２）(現行通り) 

(削 除) 

 

（３） (現行通り) 

（４） 本人認証方法に関する通知そ

の他リスクの観点から当社が

必要と判断した通知 

（５） (現行通り) 

 

第８条～第２１条（現行通り） 

 

（本サービスの解約） 

第２２条（現行通り） 

（１）～（２）（現行通り） 

（３）  テレフォントレード・仮パスワ

ード（お客さまからのお申し出

により再発行したものを含み

ます。以下同じ。）を記載した書

類を当社が定める回数郵送し

たにもかかわらず、お客さまが

その受取りを行われなかった

します。 

 ２  アプリを通じてワンタイムパスワードを受

領する場合、事前に、お客さま自身により、

当該アプリについて利用登録および設定

完了等を行っていただく必要があります。 

 ３  ワンタイムパスワードが必要となる場合に

おいては、お客さまにワンタイムパスワー

ドをご入力いただかない限り、オンライン

トレードをご利用いただくことはできま

せん。 

 

（第三者による利用の禁止等） 

第６条 (省 略) 

２～４(省 略) 

 

 

（電子メール送信のご同意） 

第７条 (省 略) 

（１）～（２）(省 略) 

（３） 第５条の２に定めるワンタイ

ムパスワードの通知 

（４） (省 略) 

(追 加) 

 

 

（５） (省 略) 

 

第８条～第２１条（省 略） 

 

（本サービスの解約） 

第２２条（省 略） 

    （１）～（２）（省 略） 

（３）  第４条第４項でお客さまに発

行し、またはお客さまからのお

申し出により再発行したパス

ワードを記載した書類を当社

が定める回数郵送したにもか

かわらず、お客さまがその受取

りを行われなかった場合。 
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場合。（削除） 

 

 

（４）～（６）(現行通り) 

（７） 第 20 条第１項（３）に定める郵

便物不着の事由により本サー

ビスの一部または全部の停止

が行われてから、当社がお客さ

まの正しい住所を確認すべく

相応の努力をしたにもかかわ

らず、当社の定める一定期間が

経過した後も確認に至らなか

った場合。 

ただし、不着となった書類がテ

レフォントレード・仮パスワー

ドの記載を含む場合に限りま

す。 

（８） (現行通り) 

 

２ （現行通り） 

（１）（現行通り） 

 （２）  オンライントレード・仮パスワ

ード（お客さまからのお申し出

により再発行したものを含み

ます。以下同じ。）を記載した書

類当社が定める回数郵送した

にもかかわらず、お客さまがそ

の受取りを行われなかった場

合。 

ただし、当該書類がオンライン

トレード・仮パスワードのみ記

載のものである場合に限りま

す。 

（３） 第 20 条第１項（３）に定める

郵便物不着の事由により本サ

ービスの一部または全部の停

止が行われてから、当社がお客

さまの正しい住所を確認すべ

く相応の努力をしたにもかか

ただし、当該書類がテレフォン 

トレード・パスワードの記載を 

含む場合に限ります。 

（４）～（６）(省 略) 

（７） 第 20 条第１項（３）に定める郵

便物不着の事由により本サー

ビスの一部または全部の停止

が行われてから、当社がお客さ

まの正しい住所を確認すべく

相応の努力をしたにもかかわ

らず、当社の定める一定期間が

経過した後も確認に至らなか

った場合。 

ただし、不着となった書類がテ

レフォントレード・パスワード

の記載を含む場合に限ります。 

 

（８） (省 略) 

 

２ （省 略） 

  （１）(省 略) 

  （２）  第４条第４項でお客さまに発行

し、またはお客さまからのお申

し出により再発行したパスワー

ドを記載した書類を当社が定め

る回数郵送したにもかかわら

ず、お客さまがその受取りを行

われなかった場合。ただし、当該

書類がオンライントレード・パ

スワードのみ記載のものである

場合に限ります。オンライント

レード・パスワードのみ記載の

ものである場合に限ります。 

（３） 第 20 条第１項（３）に定める

郵便物不着の事由により本サ

ービスの一部または全部の停

止が行われてから、当社がお客

さまの正しい住所を確認すべ

く相応の努力をしたにもかか
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わらず、当社の定める一定期間

が経過した後も確認に至らな

かった場合。 

ただし、不着となった書類がオ

ンライントレード・仮パスワー

ドのみ記載のものである場合

に限ります。 

（４） （現行通り） 

（免責事項） 

第２３条 （現行通り） 

（１） お客さまがあらかじめ当社に届

け出たパスワード、仮パスワー

ド（お客さまからのお申し出に

より再発行したものを含みま

す。）その他の本人認証方法に

係る情報またはお取引等に係

る情報が漏洩、詐取、盗取その

他の事由により第三者に取得

され不正に利用されたことに

より生じた損害等 

（２） 本人認証方法により本人確認

が完了した本サービスの利用

によるお取引等により生じた

損害等 

 

 

 

（３） 本人認証方法による本人確認の

遅延に起因して、お客さまが適

時に本サービスをご利用でき

なかったことにより生じた損

害等  

 

 

 

 

（４）～（１４）(現行通り)  

 

わらず、当社の定める一定期間

が経過した後も確認に至らな

かった場合。 

ただし、不着となった書類がオ

ンライントレード・パスワード

のみ記載のものである場合に

限ります。 

  （４）（省 略） 

（免責事項） 

第２３条 （省 略） 

（１） 第４条第４項に基づきお客さ

まに発行した、もしくはお客さ

まからのお申し出により再発

行したパスワードを第三者に

受領され不正に利用されたこ

とにより生じた損害等 

 

 

 

 

（２） 本サービスのご利用に際し、第

５条第１項に定めるパスワー

ド等（ただし、第５条の２に定

める場合にあっては、ワンタイ

ムパスワード）の一致を当社が

確認して行った取引により生

じた損害等 

（３） 第５条の２に定める場合におい

て、電子メール、アプリ等で通

知または表示するワンタイム

パスワードが直ちに表示され

ない、もしくはお客さまが直ち

に確認できなかったことに起

因して、お客さまが適時に本サ

ービスをご利用できなかった

ことにより生じた損害等 

（４）～（１４）（省 略） 
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２ (現行通り) 

（１）～（５）(現行通り) 

（規定の変更） 

第２４条 （現行通り） 

 

2026 年 2 月 

２ （省 略） 

（１）～（５）（省 略） 

（規定の変更） 

第２４条 （省 略） 

 

2022 年 4 月 

 

 

 
8120－0643（26.02）社内 


